
□綱取放料金  ●平成 ８年１０月１日実施 
        ●平成２１年 ８月１日手配解除条項整理改定 
        ●平成２４年 １月１日改定 
１．岸壁取放料金（基本料）                   単位：円（外税） 

総トン数 基本料金 取料金 放料金 
１，０００㌧未満 １７，０００ １０，２００ ６，８００

３，０００㌧未満 ２６，０００ １５，６００ １０，４００

５，０００㌧未満 ３４，０００ ２０，４００ １３，６００

１０，０００㌧未満 ４４，０００ ２６，４００ １７，６００

２０，０００㌧未満 ６０，５００ ３６，３００ ２４，２００

３０，０００㌧未満 ６４，４００ ３８，６００ ２５，８００

４０，０００㌧未満 ７３，２００ ４３，９００ ２９，３００

５０，０００㌧未満 ８２，９００ ４９，７００ ３３，２００

１０，０００㌧又はその端数を増す毎に加算 
５０，０００㌧以上

７，４００ ４，５００ ２，９００

 
 
２．浮標取放料金（基本料） 

総トン数 基本料金 取料金 放料金 
１，０００㌧未満 ２１，９００ １２，０００ ９，９００

３，０００㌧未満 ２５，５００ １４，０００ １１，５００

５，０００㌧未満 ２９，０００ １５，９００ １３，１００

１０，０００㌧未満 ３４，３００ １８，９００ １５，４００

２０，０００㌧未満 ４７，９００ ２６，４００ ２１，５００

１０，０００㌧又はその端数を増す毎に加算 
２０，０００㌧以上

１１，９００ ６，５００ ５，４００

備考：（１）１隻の作業船により前後係留を行う場合、２個目は上記料金の３割引きとする。 
  （２）先付けワイヤー使用料１個につき２００円 
 
 
３．綱取放・綱渡ボート料金（基本料） 
清水港域内に於けるボート作業 １２，０００ 

備考：（１）作業時間は１時間以内とする。 
   （２）作業内容は①本船綱取放用先取りボート 
           ②その他作業 
   （３）４．割増料金記載「JO・日軽金（三保地区）の作業割増」欄は適用除外とする。 



４．割増料金 
種別 内容 割増率 

０６時００分から０８時００分まで 基本料金の６割増 
１７時００分から２２時００分まで 基本料金の６割増 

 
時間外割増 

２２時００分から０６時００分まで 基本料金の１２割増

雨・雪・荒天割増 基本料金の６割増 
日曜日・祝祭日割増 基本料金の６割増 
特定休日割増 年末年始（１２/３１～１/３） 基本料金の１０割増

JO・日軽金（三保地区）の作業割増 基本料金の２割増 
アロングサイドの作業割増 基本料金の２割増 
作業待機（現場にて） １時間又はその端数を増す毎に 基本料金の３割増 
 
５．手配解除料金 
次の手配時刻を過ぎて作業を取り消した場合は、基本料金の５割に相当する金額。 
また時間外の場合は、その割増を加えた額の５割に相当する金額とする。 
（１）平日の場合 
  ①早朝 （当日０６時～当日０８時）の入出港船に対しては前日の１６時以降に 
  ②夜間 （当日１７時～翌日０６時）の入出港船に対しては当日の１６時以降に 
  ③時間内（当日０８時～当日１７時）の入出港船に対しては「当社出発後」に 

取消となった場合。 
（２）休日の場合 
  ①前日の１６時以降に取消となった場合。 
  ただし、時間内（当日０８時～当日１７時）の入出港船に対しては「当社出発後」に 
  取消となった場合。 
 


